
船舶事故調査報告書 

令和２年６月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 同乗者負傷 

発生日時 令和元年８月４日 １４時１５分ごろ 

発生場所 神奈川県鎌倉市由比
ゆ い

ケ浜南方沖 

 葉山港Ａ防波堤灯台から真方位３０５°１.４海里付近 

 （概位 北緯３５°１７.９′ 東経１３９°３２.５′） 

事故の概要  プレジャーボートエタニティは、航行中、同乗者が負傷した。 

事故調査の経過 令和元年１２月５日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート エタニティ、１.６トン 

２３０－５１８０２東京、株式会社エタニティ 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

同乗者Ａ 

 負傷者 重傷 １人（同乗者Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５～１.０ｍ 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者Ａほか５人を乗せ、前列に

同乗者Ａほか１人、中央列に船長１人、後列に３人がそれぞれ着座

し、約５０km/h の速力で航行中、船長が、船首方に認めた波高約１ｍ

の波を乗り越え、上方に持ち上がった船首部が海面を叩
たた

いた。 

同乗者Ａは、本船の船首部が上下動した際、身体が宙に浮き上がっ

たのち腰から座席に落ちた。 

本船は、同乗者Ａが腰部に痛みを訴えたので、神奈川県逗子市のマ

リーナに向かった。 

同乗者Ａは、救急車で病院に搬送され、第一腰椎圧迫骨折と診断さ

れた。 

船長は、本事故当時、波を繰り返し乗り越えていたが、十分に減速

した状態で波を乗り越える必要があったと本事故後に思った。 

分析 本船は、航行中、船長が、波高約１ｍの波を約５０km/h の速力で乗

り越えたことから、船首部が上下動した際、座席に着座していた同乗

者Ａが宙に浮き上がったのち腰から座席に落下して負傷したものと考

えられる。 

原因 本事故は、本船が、航行中、船長が、波高約１ｍの波を約５０km/h

の速力で乗り越えたため、船首部が上下動した際、座席に着座してい

た同乗者Ａが宙に浮き上がったのち腰から座席に落下したことにより

発生したものと考えられる。 



再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、波の状況を見て、十分に減速するなど波の影響による船

体動揺の軽減に努めること。 

 


